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平成 1 7 年 1 1月 1 日作成

越 前 市 農 業 委“員 会

農地についての所有権移転には、 事前に農業委員会の許可を得ることが必要です。
農地が競売に付される場合において、この許可を得られる見込みがない (農地法上の適格性を有し

ない) 者が最高価での罠受入となることは、.競売手続 ･経済上の無駄であるため、これを回避するた

めに ｢買受適格証明｣ の制度が定められています。

1 農地のままでの罠受け ･ 法3 条許可
農地 (田、畑) を農地として利用することを前提に競売に参加し、所有権の移転を受けたい
場合にも、一般の所有権移転と同様に買受人が農地法第 3条の適格性を有していなければな
りません。
このため、農地の競売に参加される場合には、予め農業委員会に対し買受入の買受適格を証
明する手続きを申請し、競売参加の際に ｢買受適格証明書｣ を添付しなければなりません。

(1 ) 許可の要件
3 条申請と同様です。 次の場合には原則として買受適格が認められません。

ア‘耕作面積の制限に達しない場合 (下限面積の制限)

, 耕作面積が 5 0 a に達しない場合。なお、この面積は権利取得後のすべての農地の経営面

積の合計 (世帯員が耕作するものも合算) により判定します。
なお、旧今立町の区域においては下限面積制限の特例地域があります。詳細は、お問い合
せください。

イ 従事要件等による制限
● 常時従事しない場合 … 権利を取得しようとする者またはその世帯員が、取得後の農
地について耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合。

● 効率的に利用しない場合 … 権利を取得しようとする者またはその世帯員の農業経
営の状況、その住所地から農地ま“での距離等からみて、これらの者がその土地を効率
的に利用して耕作の事業を行うことができると認められない場合。

‐● 不耕作目的による権利取得 … 新たに権利を取得する農地のみならず、従来から耕
作していた農地のすべてを自ら耕作することが必要です。

● 農業生産法人以外の法人の権利取得 … 農業生産法人以外の法人が、農地に係る権
利を取得しようとする場合。

(2 ) 証明権者 (許可権者)
3 条許可と同様に、 農業委員会がこれを行います。

、(3 ) 申請手続き
費受適格証明申請を、毎月 1 0 日まで (この日が閉庁日であるときは、直前の開庁日) に、農

業委員会に提出してください。
申請書の締め切り日までになされた申請に対しては、 翌月はじめに証明書の交付がなされます。
裁判所の競売スケジュールによっては、 競売に参加できない場合もありますので、 ご注意く
ださい。

添付書類 ; 不動産入札期間証明書
3 条申請書 (必要な添付書類は、 3 条申請の ｢しおり｣ をご覧ください。)



(4 ) 小作人がいる場合
申請地に橇原を有する小作人がいる場合には、当該小作人に優先費受けの権利があります。裁

判所に備えられる競売物件ファイル (物件説明書) に ｢第三者占有あり｣ と記載されているも

のが、 概ねこれに該当します。
なお、当該耕作権原が合意解約により消滅した場合においては、合意解約に至った経緯に関わ

らず、全ての買受適格証明所持人 (5条による者を含む) が平等に適格を有する者として競売
参加できることとなります。 小作人から離作料の支払いを要求される場合などでは、 予めご留

意ください。

2 転用を前提とする買受け 法 5 条許可
農地 (田、畑) の転用 (農地以外のものにすること) を前提に競売に参加し、所有権の移転
を受けたい場合にも、テ般の所有権移転と同様に買受入が農地法第 5条の適格性を有してい
なければなりません。 このため、農地の競売に参加される場合には、 予め農業委員会に対し

買受入の買受適格を証明する手続きを申請し、競売参加の際に ｢買受適格証明書｣ (転用目的)
を添付しなければなりません。

(1 ) 許可の要件
5 条申請と同様です。
農用地区域内に所在ずる土地 (いわゆる農振地域内の土地) は、農地転用許可基準上、転用
行為ができません。 なお、 転用許可申請の前提として、 農用地区域からの除外手続きが必要で

すが、 除外完了までに、 場合によって 1年以上かかる場合があります。

(2 ) 証明権者 (許可権者)
5 条許可と同様に、 農業委員会がこれを行います。
なお、転用面積が 2 ヘクタールを超える場合は県知事の許可、 4 ヘクタールを超える場合には

農林水産大臣の許可となります。

(3 ) 申請手続き
買受適格証明申請及び法5条申請書を、毎月 1 0日まで (この日が閉庁日であるときは、直前
の開庁日) に、 農業委員会に提出してください。
証明書の交付まで、 おおむね 2カ月かかります。
裁判所の競売スケジュールによっては、 競売に参加できない場合もありますので、 ご注意く

ださい。

添付書類 ; 不動産入札期間証明書
5 条申請書 (必要な添付書類は、 5 条申請の ｢しおり｣ をご覧ください。)

(4 ) 小作人がいる場合
申請地に権原を有する小作人がいる場合には、当該小作人に優先質受けの権利があります。裁

判所に備えられる競売物件ファイル (物件説明書) に ｢第三者占有あり｣ と記載されているも

のが、 概ねこれに該当します。
なお、当該耕作権原が合意解約により消滅した場合においては、合意解約に至った経緯に関わ

らず、全ての買受適格証明所持人 (3条による者を含む) が平等に適格を有する者として競売
参加できることとなります。 小作人から離作料の支払いを要求される場合などでは、 予めご留

意ください。

お問合せ
越前市農業委員会
福井県越前市府中一丁目 1 3 一 7
〒t9 15 8 530 (越前市役所農政課内)
腕 (0 77 8)22‐30 09 直通



耕作目的での買受適格証明順の添付書類

A 譲受人が越鰤肺在住の場合(越前市農業委員会許可)

摘 要

讓嚢讓

朧薹孃

添 付 書 類
◇鬮薹薄朧誕麗廳 様式翁 24 号
◇薹讓釀顯難讓藁難講議様式 H 号

(譲受人のみで申請)

◇緻繊麗纏り壤騒麓轤鬮澱翼曜
◇簾躯踵盛輌璽麗嶬薹轉薹竇

(発行"から3ヶ月以内の原体)

◇讓廳 (該当場所をマーヵ一等で表示)
増頭溌漉 鰄当場所をマーカー等で表示)

瓣先

裁判所等
法務局

市税務課 又は 法務局

続公売の結果、最高価

買受申出入と決定し
た場合

期間入札調書の謄本 裁判所等

※このほか、営農計画書の添付を求めることがあります。

B .譲受人が越前市以外の住民の場合

摘 “要

,癩朧願

薹麗釀

添 付 書 類
◇霊園圓鬘緘顱融釀!塵踵 様式第12叫号
◇鬮鬘纜鰹繋鬘讓踵讓薹様式1--号

(譲受人のみで申請)

◇讓踵稜廉灘灘讓瀰灘鬮讓釀廳
鍋麓覊臘讓丙斐彊讓釀團掬嚢

(発行から3ヶ月以内の原体)

増嚢釀 鮫当場所をマーカー等で表示)
◇讓鞭 鍛当場所をマーヵ一等で表示)
◇騨鬮 (地図の写しに、誌炎人自宅から申華繖也
までの通f偏圏略をマーカー等で表示)

◇讓轤讓鬮騒鬘竇
◇釀壤鬘燃議舗璽圓翻璽麗

蹴

裁判所等
法務局

市汞瀰隣課 又は 法務局

耕作地の農業委員会

競公売の結果、最高価

買受申出入と決定し
た場合

期間入札調書の謄本 裁判所等

※このほか、 営農計画書の添付を･
、めることがあります。


